
 

条

例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
七
項
中
「
災
害
を
い
う
。
」
の
下
に
「
附
則
第
二
十
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、

「
指
示
」
の
下
に
「
（
附
則
第
二
十
九
項
に
お
い
て
「
本
部
長
指
示
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
三
十
項
を
附
則
第
三
十
三
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
九
項
中
「
東
日
本
大
震
災
対
処
業
務
手
当
の
支
給
さ
れ
る
」
を
「
前
五
項
の
規
定

に
よ
り
東
日
本
大
震
災
対
処
業
務
手
当
又
は
原
子
力
災
害
対
処
業
務
手
当
の
支
給
さ
れ
る
」
に
、

「
前
二
項
」
を
「
前
五
項
」
に
改
め
、
「
な
る
東
日
本
大
震
災
対
処
業
務
手
当
」
及
び
「
、
東
日

本
大
震
災
対
処
業
務
手
当
」
の
下
に
「
又
は
原
子
力
災
害
対
処
業
務
手
当
」
を
加
え
、
同
項
を
附

則
第
三
十
二
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
八
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
業
務
に
係
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
） 

 
 

職
員
が
、
東
日
本
大
震
災
以
外
の
原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
を
い
う
。
）
に
対
処
す
る
た
め
、
本
部
長
指
示
に
係
る

区
域
に
お
い
て
行
う
業
務
そ
の
他
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
第
二

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
力
災
害
対
処
業
務
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
四
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
委
員
会
規
則
で
定

め
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 
 

前
項
の
業
務
（
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
時
間
が
委
員
会
規
則

で
定
め
る
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
に
係
る
原
子
力
災
害
対
処
業
務
手
当
の

額
は
、
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
対
処
業
務
手
当
等
の
支
給
の
調
整
） 

 
 

同
一
の
日
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
対
処
業
務
手
当
を
支
給
さ
れ
る
業
務
及
び
原
子
力
災

害
対
処
業
務
手
当
を
支
給
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
係

る
手
当
の
額
が
同
額
の
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
手
当
の
い
ず
れ
か
一
の
手
当
を
、
こ
れ
ら
の
業

務
に
係
る
手
当
の
額
が
異
な
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
手
当
の
い
ず
れ
か
額
の
高
い
手
当
を
支

給
し
、
他
は
支
給
し
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

29 30 31 



 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


